
平城宮東院西建物の
遺構解釈と復原設計

平成8年度の平城宮跡来院庭国復)束事業では、西建物

の復原設計をおこなった。復原にあたっての基本的な考

え方と複原建物としての西建物の意義を述べてみる。

遺構解釈と復原事業での位置づけ 西建物は、昭和54年

度の第120次調査で検出した掘立柱建物迫梢SB9360にあ

たる。桁行7問×梁間 211ijの身合に西庇のついた南北棟

て、身舎の柱間寸法は10尺等1m、庇の出は14尺で柱問寸

法よりも長L、。身合柱の姉17拶は一辺が約140cm、深さが追

構而から140-150cmとかなり大きいが、 JJE柱の掘形は一

辺が60-80cm、i菜さも約70cm1:小さい。

SB9360は、すでに復原された来院南門SB16000Cの北

京に位置する。第243次および第245-1次調査(平成5年

度)の所見によると、南r'jとSB9360は奈良H寺代後半のE

J切で共存しており、SB9360は衛門から北にのびる道路の

脇に設けられた施設と推定されている。また、 SB9360の

東側には、SB93601:柱筋をそろえて 2粂の掘立柱南北塀

SA9289' SA9320Bがとおり、来院庭園地区と雨門周辺地

区を厳重に区画している。このように、西建物SB9360は

東院庭固とは別の区間に合まれる建物であり、おそらく

衛門と関係の深い政務機|英!の施設の一つであったろう。

したがって、 西建物は京院庭閣に対するアプローチとも

本来は無縁なはずだが、復原事業

の全体計画では、駐車場を西にお

き、西建物を経由して庭闘に入る

ことになっている。このため、西

建物は庭回への導入施設であると

同時に、集客のための管理 ・休憩

施設として位置づけている (61頁

参照)。

平成5年度復原案の問題点 来院

庭園復原全体計画を作成した平成

5年度の段階では、西建物の上部

構造は、今回とは異なる復原案を

九ι~-・4 」

ぐれー越垂木の技法を用いて、ヰ'1'社建築様式でいう「流造」

のような構造を推定していたのである。しかし、この案

には以下の問題点がある。

1)身舎と庇を一体化した流造のような構造ならば、身合

と庇の柱寸法がそれほど違わないはずだが、庇の柱穴は

身舎のものに比べて小さすまる。

2)流造のような屋担にするし庇の軒先て.雨イt舞に必要

な屋根勾配が充分確保できない。

3)庇の出を身合柱問寸法よりも長くする掘立柱建物は、

平城宮 ・京で非常に多〈検出されており、 これらの建物

が、すべて流造のような構造をしていたと は考えにくい。

また、第243次の所見では、SB9360身舎の南から 4間目

に1m仕切り の柱穴を認めているが、今回の再検討では、

それは別の建物の側柱列の一つである ことが判明した。

復原再考 以上から西建物は、身舎と庇が一体化しない

構造で、しかも身舎内部には間仕切りのない建物t考え

られる。 とくに、身舎に比べて庇の柱穴が著しく 小さい

点、が注目される。これは身合と庇の屋根構造 .:r~~材が異

なった可能性を示唆するものである。この場合、 li:材は、

①身合=瓦/庇=桧皮、 ②身合=瓦/庇=板、③身合=

桧皮/庇=板の組合せを想定できるが、SB9360周辺て、は

奈良時代後半の軒瓦がほとんど出土しておらず、掘立柱

と瓦屋棋の接合性も考えにくいので、③身合=桧皮葺/

庇=板詳の案を採用した。以下、各部位について概説す

る。なお、設計の基準尺は、追椛の計測値から、 1尺=
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考えていた。身合柱|制10尺に対し

て庇の出が14尺と長い点に者目し、

庇の霊ー木を身舎垂木の先端につな
西建物平面図 l・200 赤色付部分のみi'it¥:主主従{立1(lit;<J・断而t;<Jb) 
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30.0cmに復原した。

(a)柱径 :柱掘形の規模の差から身舎の柱符.を組元で1.2

尺 (36.0cm)、柱iiJiで1.1尺 (33.0cm)、庇のtH迭を組元て.

9τ1" (27. Ocm)、住顕で8寸 (24.0cm) とした。

(b)柱IUl装置:庭悶への導入部分をひろくとるため、正而

は中央3H~l を扉 11 とし、同 11私 2r引を.iili子窓とした。一方、
??而については、 TT而らしく壁f本を多くした。背而扉口

30.0cmに説!点 した。

(c)附造 :身舎の組物は労j肘木て¥判-はー判:とした。判:の

出{主、庇のつく正l而側で'3尺、7f而IJ!ljで 4l~ とした。 身

合の梁は直材、架柿lま叉首組とした。身合の構造 ・寸法

は、軒の山以外、 ~W日i した宮内省西南殿および問北殿に

はば準じている。此では柱iifi{こ組物をJIJ L、ず、位カfnu妥
繋泌をうける構造とした。

(d)庇屋担 :J.fEの屋棋は釘:，っきの目板引:とした。r=l板HM

の寸法は、l昭和修理Il前の法隆寺金堂 ・五屯n干の装階の板
引を参1!現した。届棋勾配、事「高の雌保のため、身合側位

の上端外側に台輪状の材を tおして板掛けの材とした。

現代建築としての西建物 すでに述べたように、凶建物

は来院庭闘への綿入施設であると同H寺に、'I'i:.01・休疋!の

施設でもある。この組合的機能に対応するため、 '1'火・3

1I:Jをエントランス米通路、 北f![lj2 11 :J を管理・l~務所、南!!!Ij

2 mlを休憩スペースとした。このような現代的機能を充

足させるため、!&物内部に古代建築とは関係のない1I:J仕

切り等を設けなければならなL、。これについては、奈良

時代の復原榔造部分と現代姥築 として:必要な柿造部分を、

一見して区別できるような配慮を考えた。たとえば1I:J仕

切り壁については、占代!&築の白漆l食墜に対して、可能

な限り、ガラスやステンレスパオ、ノレなどの玖!代的な素材

をJn L 、 る 。 また、住の取 り付き部分l立、 ~tl\立した H型鋼

をたてて11111.1:切り僚を支持する ことにより、 ，'i!¥建築の

木柱と分離させる。もちろん、現代的な天井は強らず(管

理事務所部分をのぞく)、古代建築の負担柿を~~m させる 。

このほか、建築基準法や消防法上の問題点、を解決するた

めに、やむを得ず、壁体部分に小窓や扉を設けるが、こ

れらは外観上目立たないよう工夫した。また、柿造的に

必要な桁行方向の耐時壁1.;1;、展示パオ、ノレや官:理事務所の

1I:J仕切りとして手JjJTJするなど、現代的機能に迎元 した。

復原建物としての西建物の意義 今1"1似j点した西建物の

形態は、現存する文化財建造物にはみられないが、発掘

仁二三正==-ーコ;

西建物 ホール・休憩室断面図 1・200

西建物北立菌図 1: 200 

']qyJjには類似する平I(I!を多数確認できる。このような片

，(ijJJ-'E付き:tkli立柱雄物に刈す る一つの具体的な似開案ぞ示

した ことの意義は大きいだろう。 もっとも、回統施設を

兼ねる他物と して設計したために、西建物5B9360本来の

性僚に基づいた、純粋な占代建築としての似原ができた

わけではなし、。 しかし、設計上の最大の諜題は、 これま

で‘の平城宮内の似l尿処物 と災なり、現代的機fì~ を 717代建

築のなl正・構造といかに共存させるかという点てあった。

このテーマに対し、現代的機能t古代建築の榔j丑を完全

に分離させ、使説胞設としての川途を古代建築にl人l包さ

せるという方法主?と って終えてみた。この構造分離手法

によ って、見学者は引代的宅IIIJの中に L、ながら、，'iftの

シ巨II:Jを!tSじることカTできるだろう。そして|点l内に5.Eを踏

み入れれば、古代の峰|羽と建物を体感でき、西!&物はい

わばf:JHtl:.古代をつなぐ引4け晴tなる。

遺跡の上にたつ復l点主l!物には、たんなる似j点主l!物以上

のJT1:i企を::tどめられる場令がある。西建物の設計・はその命

題に対する先駆的な鮮の一つに位置づけ られるだろう。

なお、四挫物の基本設計に|射しては、鈴木部省 ・阿悶英・

y}問先LI:にご指導を仰ぐ.l:. l:.もに、西尾信広 ・手島知恵

両氏();(者11環境日hifil研究所)の全而的な協力守えた。

(箱崎和久 ・ 浅川滋男/ ・1!kJ('，';_.;・ j\!)". fell~調査郎)
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